
 

 

 

意見公募の実施概要 

名   称 紫波町犯罪被害者等支援条例（仮称） 

概   要 

犯罪被害者等支援を総合的に推進し、もって、犯罪被害者等が受け

た被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図ること並

びに犯罪被害者等を地域社会で支え、誰もが安全で安心して暮らすこ

とができる社会の実現に寄与することを目的としたものです。 

本条例は、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等支援に関し、

基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするととも

に、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めるものです。 

条例の素案について、皆様から広くご意見をいただきたく、意見公

募を実施いたします。 

閲覧書類 ・紫波町犯罪被害者等支援条例（仮称） 

閲覧可能場所 

☑ 町ホームページ      ☑ 地区公民館 

☑ 紫波町図書館       ☑ ゆいっとサロン 

☑ 消防防災課 

意見公募期間 令和 7 年 10 月 24 日（金）～11 月 12 日（水）（20 日間） 

意見の提出方法 

ご意見は、以下の方法でご提出ください。 

・様式は自由、ご住所、お名前は必ずお書きください。 

・町外の方は、在勤、在学など町とのかかわりをお書きください。 

☑ 電子メール        ☑ 書面の持参  

☑  郵送           ☑ ファクシミリ 

意見の提出先 

紫波町役場 企画総務部 消防防災課 消防防災係 

〒028-3392 紫波町紫波中央駅前二丁目 3 番地 1 

FAX 019-672-2３11 

e-mail e-bousai@town.shiwa.iwate.jp 

様式第３号 


